
 

 

適 時 開 示 体 制 の 概 要 

 

 

 

１．当社は、役員・従業員の倫理規程である「きんでんグループ行動指針」において、次のとお

り明定して、情報の取扱いに特段の注意を喚起しています。 

 〇 投資家保護のため、法令又は証券取引所の規則により定められた会社情報の適時開示を行

う。 

 〇 投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす当社や取引先等の重要事実を知ったときは、その

事実が公表されるまでは、その株式等の売買（インサイダー取引）を行わない。 

２．上記を受け、「重要情報管理規程」を制定して、次のとおりの管理体制で会社情報の開示前

の漏洩防止及び適時開示を適時・適切に行うようにしています。 

  

［管理体制図］ 

   ⑥  ⑦  

  取 締 役 社 長  秘 書 部 長  取 締 役 会 

  ⑤  (取締役会事務局 )   

  情報取扱責任者    経 営 執 行 会 議 

 ⑧ ④ ③  ④  

重要情報の公表  総 務 法 務 部 長  ＩＲ・広報部長  公  表 

  ②  ②  (発表・広報担当 ) 

      

経 理 部 長  経 営 企 画 部 長  部 室 長  支 店 ( 社 ) 長 

（経理担当）  (グループ経営担当)  (本店・東京本社)  ( 支 店 ( 社 ) ) 

①  ①  ①  ① 

 ・ 事 実 の 発 生 (発 生 情 報 )    ・ 事 案 の 実 行 (決 定 事 実 、 決 算 情 報 )   

 

 

以  上 


